
ｴｸｾﾙﾌｧｲﾙ 印刷書類 データの流れ

基本情報ＤＢ

PROJ管理ＤＢ

士法帳簿印刷

A 建築士DB

B 事務所DB

C 顧客DB

D 施工者DB 

業務記録台帳
（士法帳簿）

PROJ管理入力
MENU画面・
帳簿印刷確認

業務報酬算定
システム（RESA-4N ）

報酬算定
1）RESA4（告示１５号準拠）
2）図面枚数別集計
3）ランク別人件費対応
4)耐震診断業務算定
※2,3,4はJAAF版
追加機能

年次報告書
入出力管理

重要事項説明書
士法24条の8書面

設計監理契約書
委託書・受託書

見積書
請求書
内訳書

成果品リスト
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マクロ
採用範囲

年次報告書
閲覧書類

重要事項説明書印刷
士法24条の8の書面印刷

＋

全体構成図

JAAF‐MST 2016は、業務報酬算定システム
RESA4にプロジェクト管理と士法関係文書の出
力を一元化する機能を追加した建築士事務所の
マネージメントに役立つ複合ツールです。
プロジェクト（物件）管理や顧客、建築士、設
計事務所、施工者の情報をデータベース化する
設計思想により開発されています。

（スタートファイル、協会リストファイルは割愛しています。）

主要機能
■業務報酬算定・見積書、契約書等帳票印刷
■重要事項説明書・士法24条の8の書面印刷
■物件管理・士法帳簿印刷
■年次報告書、閲覧に供する書類印刷

ご利用にあたっての重要注意事項

■圧縮されたファイルを解凍後は、すべてのファイルを必ず同一フォルダ内に収めて利用して
ください。フォルダ名は任意です。

■利用の際は、まず、先頭に★の付いた「★start 」を起動させてください。
■ 「★start 」及び「auto☆copy」以外のファイルを呼び出すときは必ず「★start 」ファイルの
メューのボタンで呼び出してください。直接ファイル名をクリックしたり「ファイルを開く」で
ファイル名を指定して起動させないでください。
■以下のファイルは、ファイル名を変更すると正しく機能しません。
内容を修正しても、上書きしてください。
1）db‐kihonjoho
2）db‐projkanri
3）menu‐projkanri
4）★start

■以下のファイルは、内容を修正後、適宜ファイル名を変更して保存してください。
1）resa4n‐plus
2）nenjihoukoku
※例：resa4n‐○○ビル‐130215

nenjihoukoku2013‐130412 （最後の6けた数字は日付を表しています）
ファイル名を変更後は、メニューボタンでは起動できませんので、直接開いてください。

■「 auto☆copy 」ファイルは、旧バージョンのデータを継承するためのファイルで、ファイル名
をクリックして立ち上げてください。使用後は上書きせず、そのまま終了させてください。

■「jaafmst‐list」ファイルは、データ参照用でユーザー側で操作不要です。
また、データ修正できないよう保護されています。ファイル名を変更すると正しく動作しません。

■すべての入力用ファイル共通のルールとして、黄色のセルが入力部分となっています。
一部紺色の登録エリアもあります。入力が禁止されているセルは保護をかけています。
書式設定にも保護が設定されていますが、セル幅などは原則調整可能です。正規版に移行した際
に提示される保護解除パスワードにより保護を解除してユーザー側で調整できるように設定して
あるシートもあります。

動作条件

本製品はマイクロソフト社のエクセル上で動作します。

Windows版のエクセル2007以降のバージョンが必須です。

ただし、RESA4N以外はエクセル2007以前のバージョンで動作します。

また、エクセル97、2000、2003ではボタンの立体表現など表示機能が制限されます。

※「プロジェクト管理入力MENU」ファイルではマクロ機能を使用しています。

講習会用資料 使用説明書（マニュアル）抜粋
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PROJ管理台帳の入力画面

RESA4Nのメニュー画面

スタートファイルのメニュー画面

基本情報データベースのメニュー画面

年次報告書入力画面

使用者登録と解除キー入力
ユーザー事務所の情報を登録します。所属協会は必須です。会員番号制度の有
無は、協会名で自動判断します。解除キーを入力すると、制限なく利用できま
す。また、シート保護パスワードが表示されますので、すべてではありません
が、セル幅の変更など書式設定が自由に調整が可能になります。

日常的に本ツールを利用する際、まず初めに呼び出すのがスタート
ファイルです。
スタートファイルを開くと上図のメニュー画面が出てきます。

初回のみ最下段のボタン「建築士事務所情報登録・正規版切替」で
ユーザー事務所の情報と正規版切替手続きを行ってください。

次に、基本情報データベースに、建築士、設計事務所、顧客、施工者
の各種情報をあらかじめ登録しておきます。
新規物件に関して新しい関係者が出てきたときには、必ず、追加入力
しておきます。

そのあとで、2 5のボタンを押して希望するファイルを呼び出します。
次ページ以降で、各ファイルの使用法を説明します。

1.基本情報データベース共通事項

各コードの順番に従って行を開けない
で上から順に入力してください。
列の「入れ替え」、「削除」、「挿
入」を行うとこのデータを参照する他
のファイルで正しく機能しませんので、
絶対におこなわないでください。

2. 「プロジェクト管理データベース」

「プロジェクト管理データベース」は、
原則として入力を簡易に効率化するた
め「プロジェクト管理台帳入力ニュー
画面」で入力したデータが転送される
ようになっています。
物件ごとの情報を入力し登録するとマ
クロ機能により「プロジェクト管理
データベース」ファイルに自動的に転
記されていきます。「プロジェクト管
理入力ニュー画面」ファイルを利用せ
ず、「プロジェクト管理データベース
（台帳）」に直接入力する方法を選択
することもできます。

3. 「プロジェクト管理入力メニュー画面」

この「MENU」では、次の３つの機能が選択
できます。
1）新規入力 「プロジェクト管理データ
ベース（台帳）」へ初めて登録

2）データ修正 一度登録してある物件を
呼び出して修正する

3）帳簿表示 現在呼び出し中の物件の
帳簿」を表示させ確認する。

4. 年次報告書

年次報告書（士法23条業務報告）と閲覧用書
式作成のための入力と印刷を行います。

5.RESA4N

RESA4Nは従来の報酬算定の他、
①耐震診断業務報酬算定表印刷
②図面枚数集計方式の金額集計リスト印刷
③ランク別人件費対応の算定表印刷
④重要事項説明書、士法24条‐8書面印刷
⑤設計工事監理契約書本文の印刷
⑥再委託注文書・請書の印刷
等ができます。

PROJ管理データベースのメニュー画面
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「プロジェクト管理データベース（台帳）」の画面（横長シートにつき、分割表示）「基本情報データベース」の入力画面（横長シートにつき、一部省略）
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PROJ管理台帳の入力画面

「基本」シート画面（修正モードの場合を表示）

「契約関係」シート画面（修正モードの場合を表示）

「工事関係」シート画面（修正モードの場合を表示）

「敷地・建物」シート画面（修正モードの場合を表示）

「スタッフ等」シート画面（修正モードの場合を表示）

業務記録台帳の印刷例

「プロジェクト管理データベース」の「メニュー」から帳簿印刷を選択すると

画面に表示される。

新規入力では「新規入力」ボタンを押し、「基本」画面から入力し、以後
上部にあるボタンでタブを移動させて順次入力を進めてください。入力が
許されている黄色セルは「直接入力」するか「リストボタン」で選択して
ください。顧客コード、施工者コード、建築士コード、事務所コードは
「基本情報データベース」に登録した情報に対応するコードを入力すれば、
転記され表示されます。
データ修正では、何らかの検索キーワードを入れて検索ボタンを押すと、
下部のウインドウに該当の物件が表示されますので、それを選択し「デー
タ修正」ボタンを押して移動した「基本」画面から順次タブを移動させて
必要部分を修正してください。
検索は「AND/OR」のいずれかの方法が選択できます。

業　務　記　録　台　帳　 （士法第二十四条の四第1項の規定による帳簿）

 　件   名 件№ 120820

氏名又
は名称

〒123-456 電話： FAX：

設計 工事監理 手続代理 その他   

建築主
氏名又
は名称

〒 電話： FAX：

地名地番

敷  地 住居表示 〒

敷地面積 71.164 ㎡

用途地域  建ぺイ率 %

防火地域  容 積 率 %

その他の

地域地区

建築物 名　 称

用    途

工事種別

規    模 地  上 3 階　　（地下 1 階　)

建築面積 57.6 ㎡ 80.94 % 総工事費

延べ面積 169.92 ㎡ 238.77 % 税抜き額

工  期 着工 竣工 使用開始

確認済証 番号： 主事等

検査済証 番号： 主事等

氏名又
は名称

〒238-0111 電話： 〒123-2222 電話：

許可番号等

担当者名 電話： 電話：

種別・資格 構造1 構造建築士1 8888111 設備2 建築設備士2 111222

氏名又

は名称

〒***-1111 電話： 〒***-2222 電話：

平成23年10月5日

申請
関連

意 匠 担 当 ：

住所
（所在地）

軽部　恵介1

（般）-******2

（有）□□建装2　□□　一夫2

平成23年9月8日

平成24年12月15日

03-999-2222

江戸川設計　1

構 造 担 当 ：

準防火

東京都港区芝1-2-3

751

建築　五郎

□□2

046-822-1111

江戸川　太郎

西小岩ビル

業務
委託先
1～2

3件目

以降は
次頁

住所

（所在地）

構造一式1

江東区南砂2

契約の
相手方

住所
（所在地）

受託業務の概要

受託業務の種類

報酬額

代表建築士：

設備一式2

荒川設備　2

特になし

建築設備士：

意見を述べた日

03-111-222203-765-1111

設備　真一構造　進

江戸川　太郎

鉄骨造

備考

業務担当建築士名

住所

（所在地）

施工者
1～2

3件目
以降は

次頁

重工建設（株）1　代表取締役　長大
太郎1

090-*987-1111

江戸川区西町1

法第二十四条第三項

の規定により管理建築

士より意見が述べられ

たときの意見の概要

業務概要

****

03-789-4562

第2種高度

300

60

平成24年12月1日

特定建設工事業 神奈川県知事許可 第***11号

03-999-***2

平成24年12月8日平成24年7月15日契約年月日 業務終了日 6,000,000

江戸川区西小岩1-1935-1

03-789-4561

東京都練馬区**　1-*-2-222

192837

○○産業　試験　一郎

○○産業　試験　一郎

123-****江戸川区西小岩1-23-8

意匠　三郎

神奈川県横須賀市**　9-*-5-111

新築  構    造

住居

 容 積 率

 建ぺイ率  157,500,000

 150,000,000

店舗兼事務所

○1○1産業ビル新築工事

03-789-4561 03-789-4562

東京都港区芝1-2-3

123-456
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▼内訳書（Ａ）

発行 日 :

一般社 団法人　 東京都 建築士事 務所協会 会員  会 員番号 :111111

建築士事務所名　

＊＊ビル新築工事 見積 № :

構　 造 :

（ 第  1  類  ） 延面 積 :

設 計・ 工事 監理 業 務  人 ･時 間 数 算 定 準 備 計 算 表

区    分
標準

人 ・時間数
基本実 施比率 増減率 （％）

基  本  設  計 100% 時間

実  施  設  計 100% 100% 時間

工  事  監  理 1,610 100% 時間

№ 区     分
人 ・ 時 間 数 人 件 費 単 価 経 費 係 数

備     考

調 査 企 画

標   準   業   務

標  準  外 業  務

1　　小      計

標   準   業   務 3,930

標  準  外  業  務

2　　小      計

標   準   業   務 1,610

標  準  外  業  務

3　　小      計

4　　小      計

 C' （１ ～ 4計）

S そ  の  他

 C''（ C’ +　 S） 　

R

C

報  酬  額  算  定  表

3,930
3,930

交 通 費

建 築 確 認 申 請 手 続 き

この報 酬額の算 定は平成 21年国 土交通省 告示 15号 第四の ﾛの略算 法に

よる経 費（同第 三の技術 量等経 費も含む ）を係数 化する 方法によ る

3,930

1,610

算 定人・時 間数

紛 争 予 防 条 例 関 係 手 続 き

日 影 規 制 関 係 手 続 き

(株 )◇◇◇◇　殿

六）共同住宅

人・ 時間数

報酬 額 (A× B×C)

特別 経 費 ・立 替 金

建築 士事務所業務報酬額内訳書 (計 算書)
平成 21年国土 交通告 示第 15号 及びこれ に関す る
住宅 局長通知 に基づ く算定方 法に準拠

公営住宅、社宅、賃貸共同住宅、寄宿舎等

20 10/ 4/ 20

NJ 01 11 10A件 № :
1級建築士事務所 株式会社　ＮＪＲ設計

類型 ：

用途 ：

件名 ：

Ｓ Ｒ Ｃ造

1860㎡

EXM PL02001

業務 報 酬 額計 (C '＋ R＋ S)

基
本
設
計

実
施
設
計

工
事
監
理

そ
の
他
業
務

※１ ※

※１:上記基本事項に該当する標準人・時間数（人時間計算表を参照下さい）

※２:告示第15号で示された標準業務（成果）に対し、その量を増減調整した場合の増減率を示します

（イ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

（ハ)

A B C D

（ハ )

▼人工算定表

建築士事務所名　 件№ : NJ011110A

見積№ : E XM PL0 200 1

六 ）共同住宅 構　造 : ＳＲＣ造

（  第 1  類  ） 延面積 : 2750㎡

区 　 　 分
（ 下 段 は 標 準 日 額 単 価 ）

技 　 師 　 長 主 任 技 師 技 　 師 （ Ａ ） 技 　 師 （ Ｂ ） 技 　 師 （ Ｃ ） 技 　 術 　 員

意 匠

構 造

設 備

意 匠

構 造

設 備

意 匠

構 造

設 備

ラン ク 別 金 額 集 計

直接 人 件 費 合 計

諸　 　 経 　 　 費 （直 接人 件 費の ％）

技　 　 術 　 　 料 （直 接人 件 費の ％）

そ  の  他

（１ ～ 4計）

消費 税 5 ％）

業務 報 酬 額 計

実
施

設

計

工
事

監
理

そ
の
他
業

務

調
査
企

画

人日数　 小   計

1級 建築士事務所  株式会社 　ＮＪＲ設計

公営住宅、社宅、賃貸共同住宅、寄宿舎等

＊＊ビル新築工事

立替金（消費税対象外）

直接 必 要 な る 経 費

報 酬額算 定表 （人 ・日集 計法 ）
この報酬額の算定は平成2 1年国土交通省告示第15号よりますが、直接人件費は告

示の第四のイによらず、技術者ごとに直接算出しています。

基

本
設

計

件 名：

用 途：

業務 内容

類 型：

建 築 士 事 務 所 業 務 報 酬 算 定 書
平 成 21年 国 土 交 通 告 示 第 15号 及 び こ れ に 関 す る 住 宅 局 長

通 知 に 基 づ く 算 定 方 法 に 準 拠 （ 但 し 人 ・ 日 算 定 ）

(株 )◇ ◇ ◇ ◇ 　 殿
一般社団法人　東京都建築士事務所協会会員  会員番号:111111

2010/4/20発行日 :

▼見積書枚数タイプ

№ NJ011110A

平成22年4月 1日

殿

一般社団法人　東京都建築士事務所協会会員 会員番号:111111

下記の通り御見積り申し上げます。 （本見積の有効期限は 平成22年7月19日 まで）

報 酬  額  合 計 －

＊＊ビル新築工事

調布市○○町 ＊＊＊＊＊

六）共同住宅

ＳＲＣ造

2750 ㎡

№ 業務内容 数量 単価 増減係数 報酬額 備考

C' 小　　計 0

T 消 費 税 5% 0

C" 中　　計 0  C'＋T

R 特別経費・立替金

S そ の 他

C 合　　計  0  C"＋R＋S

規    模

建築士事務所業務報酬見積書

(株 )◇◇◇◇

1級建築士事務所 株式会社　ＮＪＲ設計

東京都**区****　****ビル

03-XXXX-1234　FAX：03-XXXX-1231

 0

※平成21年国土交通告示第15号及びこれに関する住宅局長通知に基づく算定方法に準拠して算定しています。

件    名

所 在 地

用    途

構    造

▼1‐12類型計算根拠表RESA4N 入力シートA画面

施 　設 　区 　分 　 ：　 6  →

類 　別 　区 　分 　 ：　 1類  →

建 築物 の 面 積 （Ｓ） ： 1 8 6 0 ㎡  

＜ 類型 1～ 1 2の 計算 根 拠 ＞

■ 計算 式 と係 数 ■ 計算 結 果

ｂ

区分

40 .11 0 .5291 2 ,2 0 0 人 ・ 時 間

　 (一 )  設 計 19 .475 0 .52 53 1 ,0 0 0 人 ・ 時 間

10 .9 18 0 .55 75 7 3 0 人 ・ 時 間

3 ,9 3 0 人 ・ 時 間

34 .4 29 0 .45 17 1 ,0 0 0 人 ・ 時 間

　 (二 )工事 監 理等 3 .7726 0 .59 93 3 4 0 人 ・ 時 間

10 .1 72 0 .43 37 2 7 0 人 ・ 時 間

1 ,6 1 0 人 ・ 時 間

■ 本表 及 び算 定 方 法について

＜ 構造 、設備 の 難易 度 による割増調 整 ＞

構造 の割 増 設備の割増 な し （基本 設計比 率 30 %  )

区分
660 - 6 6 0 人 ・ 時 間

　 (一 ) A 基 本 設計 300 1.0 3 0 0 人 ・ 時 間

219 1.0 2 1 9 人 ・ 時 間

1 ,1 7 9 人 ・ 時 間

1 ,5 40 - 1 ,5 4 0 人 ・ 時 間

　 (一 ) B  実 施 設計 700 1.0 7 0 0 人 ・ 時 間

511 1.0 5 1 1 人 ・ 時 間

2 ,7 5 1 人 ・ 時 間

1 ,0 00 - 1 ,0 0 0 人 ・ 時 間

　 (二 )工事 監 理等 340 1.0 3 4 0 人 ・ 時 間

270 1.0 2 7 0 人 ・ 時 間

1 ,6 1 0 人 ・ 時 間

1 軟 弱な地盤であるな ど特殊な敷地上の建築物 1.2

2 平 面及び立面が不整形であるなど特殊な形状の建築物 1.3

3 特 殊な敷地上の特殊な形状の建築物 1.4

設 備 4 1 .4

調 整 計算 結果

平成2 1年 　国土交通省告示第十五号及び国土交通省官庁営繕発表積算基準による

建 築 士 事 務 所 業 務 報 酬 算 定 用 　 任 意 面 積 対 応 人 ･ 時 間 計 算 表

六 ） 共 同 住 宅

係 数  ｂ

公 営 住 宅、社 宅、賃 貸共 同 住 宅、寄宿 舎 等

上記の施設区分 、類別区分 とその面積に対応する業務量 （人 ･時間数 ）の計算

と結果は以下の通りです。

根 拠 計 算式 （A=業 務 量　 S=面 積 ）
業務量 （Ａ ）

Ａ＝ ａ× Ｓ

※計算結果は告示 15号 と同じ法則により、小数点前後で丸め処理をおこなって
います。

※入力の面積は第 1類 、第 2類 共、告示 15号掲載表の範囲に収ま っておりま
す。

設 備

内部区分 係数  ａ

総 合

構 造

計

総 合

構 造

設 備

中央管理方式の空気調和設備 、スプリンクラー設備等の自動式の
消火設備などの機能水準が高い設備が設けられる建築物

構 造

総 合

構 造

設 備

構 造

計

計

本計算 表は 、平 成 21年 国土 交通省告示 第十五号 「建 築士 事務所の開 設者が その 業務 に関して請 求す る事 の でき る報酬の 基準 」（以

下 「告示 」）に 基 づいて行 う、設計 、工 事監 理の業務報酬算 定 を補 助す るた め の表 で す 。

設計 、工 事 監理 の業務報酬 を算定す る場合 、一 般的 に告 示の 第 四に定め られ た 略算 法を利用 しま す 。この 略 算法 では 、標 準 業務内

容の 設 計又 は工事監理 を行 うために必要 な 業務人 ・時間 数が別添三 の別 表に延 べ面積に対 応して示 され ています が 、この 面 積の 刻

み方 が 荒く 、切 の良 い数値とは限 ら ない実際の算定 対象建物 においては照合 しに くい状況 です 。

本計 算 表は 、国 土交通省ホ ー ム ペー ジに平 成 21年度 7月 10日 付 けで 掲載 され た官庁 施設の設計 業務 等積算基準 の 「官庁施設 の設

計業 務 等積 算要領 （別表 ）」の計 算式 及び係 数を用いて 、任意 の 面積に対 応 した業務 量を簡単 に計 算 し、又 、こ の 計算根拠 も示 す よう

に作 成 され ています 。

なお 、こ の 「官庁 施設 の 設計 業務 等 積算 要領 （別 表 ）」で は 、告 示 別添 三の別 表に示された 延べ 面 積範囲外 （超 える又は未満 ）の場 合

の計 算 式も 公表 され てお りま す ので 、本 算定式も その 場合の 計算結 果は 示す ようにな って おります が 、最 終的 にそれを採用す るか ど

うか は利用 者にて判断して ください 。

算定 結 果の 業務 量は 、 Eラン クの 技 術者が 、標準 業務 内容の 設計又 は工 事監 理を行 うため に必要 な業 務人時 間数 の標 準 を示 した も

ので あ り、標 準 外業 務に要す る日 数 は含 まれ て いま せん 。

内部区分

総合

設備

告示別添三 の
4 ,5に示 されて い
る難易 度 による
割 増倍 数

な し

業務量 （Ａ ） 倍率

総 合

構 造

設 備

計

計

5



（第一面）

東京都知事 殿

1級建築士事務所 東京都 知事登録 999999

所 在 地

電話番号03-XXXX-1234

建築士事務所の開設者の氏名又は名称　　　　　　　　

事業年度

第六号の二書式（二十条の三関係）

　建築士法第23条の６の規定により、設計等の業務に関する報告書を提出します。この報告書の記載
事項は事実に相違ありません。

1級建築士事務所 株式会社　ＮＪＲ設計

〔記入注意〕建築士事務所の開設者が法人である場合には、法人の代表者の氏名も併せて記載するこ
と。

東京都**区****　****ビル

建築士法第23条の６の規定による
設計等の業務に関する報告書

平成　25年　4月　25日

平成23年　4月　1日　～　平成24年　3月　31日

株式会社　ＮＪＲ　代表取締役　日次　太郎

RESA4N 入力シートB画面（下部省略） ▼重要事項説明書

様

受 託 業 務 名 称 ：

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ：

建 築 士 事務 所 の 所在 地 ：

開 設 者 氏 名 ：

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

1. 対象となる建築物の概要

建設予定地

主 要 用 途 ：

工 事 種 別 ：

規 模 等 ： 仮 階建て 述べ 仮 ㎡

2. 作成する設計図書の種類（設計契約受託の場合）

3. 工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法

　（工事監理契約受託の場合）

① 工事と設計図書との照合の方法

② 工事監理の実施の状況に関する報告の方法：

4. 設計又は工事監理の一部を委託する場合の計画

① なし

② 委託する業務の概要及び委託先（ありの場合の計画）

委 託 す る 業 務 の 概 要 ： 意匠

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ： 1級建築士事務所 株式会社TECTO設計

建 築 士 事務 所 の 所在 地 ： 東京都**区****　****ビル

開 設 者 氏 名 ： （株）TECTO設計　代表取締役　△△太郎

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

文書による工事監理報告書を月ごとに提出します。また、工事監理完了後に建築士法に基づいて法
定様式による工事監理報告書を提出します。

請負業者からの施工報告及びサンプリングによる現場立会検査により照合します。
サンプリングによる現場立会検査は期間中４回程度行います。

設計又は工事監理の一部を委託する予定：

仮

仮

意匠図、構造図、設備図

渡辺　一郎

重　要　事　項　説　明　書

仮仮仮仮仮仮

株式会社　ＮＪＲ

東京都**区****　****ビル

1級建築士事務所 株式会社　ＮＪＲ設計

平成24年10月5日

　本重要事項説明は、建築士法第24条の7に基づき、設計受託契約又は工事監理受託契約に先立って、あらかじ
め契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同

一になるとは限りません。

5. 設計又は工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士

① ②

建築士 【登録番号】： 9876543 建築士 【登録番号】：

建築士 【登録番号】： 建築士 【登録番号】：

（建築設備の設計に関し意見を聴く者） （建築設備の工事監理に関し意見を聴く者）

6. 報酬の額及び支払の時期

① 円

②

7. 契約の解除に関する事項

（説明をする建築士）

印

建築士、　■管理建築士、ぉ所属する建築士

（説明を受けた建築主）

印

支払の時期 ：

【資格】：

【資格】：

設備建築士

【資格】：

【氏名】：

【資格】：

氏　名：

住　所：

資格等：

氏　名：

1級

平成　　　年　　月　　日

○○　一夫

上記の建築士から建築士免許証（免許証明書）の提示のもと重要事項の説明を受け、重要事項説明書を受領しまし
た。

○○　一夫

1級

＊　設計に従事することとなる建築士が構造設計一級建築士または設備設計一級建築士である場合にはその旨の
記載が必要です。

【氏名】：

設備　真一

設備建築士

【氏名】：

【氏名】：

【氏名】：

【資格】： 【資格】：

【氏名】：

一般社団法人　東京都建築士事務所協会会員 会員番号:111111

1級建築士事務所 株式会社　ＮＪＲ設計

報 酬 の 額 ：

建築主は、正当と認められる事由があるときに限り、建築士事務所が本件業務を完了する以前にお
いて、書面をもって通知して、本件業務について契約の解除をすることができます。かかる場合に

おいて本件業務に関する成果品及びその対価の取扱いについては、出来高払いを基本として協議の
うえ定めるものとします。

設計着手時（２０％）、実施設計完了時（５０％）、躯体工事完了時（１５％）、
工事監理完了時（１５％）の４回払いとなります。

0

設計業務に従事することとなる建築士・建築設備士※ 工事監理業務に従事することとなる建築士・建築設備
士

年次報告書・閲覧供する書類 入力画面（下部省略）

▼士法24条の8の書面

委 　 託 　 者 　 様

(契 約 の 相 手 方 の 氏 名 又 は 名 称 ) （ 施 行 規 則 第 2 2 条 の ３ 第 １ 項 第 ２ 号 ）

建 築 士 法 第 2 4条 の 8の 定 め に よ り 、 平 成 24年 　 1 1月 　 1 0日 付 締 結 の 業 務 受 託 契 約 に 関 し て 、

次 の 事 項 を 通 知 し ま す 。 （ 施 行 規 則 第 2 2条 の ３ 第 １ 項 第 １ 号 ）  

（ 法 人 の 場 合 は 開 設 者 の 名 称 及 び 代 表 者 氏 名 ）

仮 仮 仮 仮 仮 仮

1. 対象とな る建築物の概要 （法第24 条8第1項1号、第 24条の 7第1項 6号、施行規則 第22 条 2の2）

建 設 予 定 地 :

主 要 用 途 ：

工 事 種 別 ：

規 模 等 ： 仮 階 建 て 述 べ 仮 ㎡

2. 業務の種類及び内容 、実施方法及び業務実施期間 　（法第24条の8第 1項2号及び 3号 ）

業 務 の 種 類 及 び 内 容 実 施 の 有 無 実 施 方 法 等

1. 基 本 設 計 業 務 ( 構 造 設 計 、

設 備 設 計 を 含 む )

2. 実 施 設 計 業 務 ( 構 造 設 計 、

設 備 設 計 を 含 む )

3. 工 事 監 理 業 務

4. そ の 他 の 業 務  (契 約 に 含

ま れ る 上 記 以 外 の 業 務 ）

3. 作成する設計図書の種類 （設計業務受託の場合 ）　（法第2 4 条の8 第1  項 1 号、第 24 条の7 第 1 項 1 号）

4. 工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法

　（工事監理業務受託の場合 ）　 (法第24条の8第1項 1号、第24条の7第1項2号 )

① 工 事 と 設 計 図 書 と の 照 合 の 方 法

② 工 事 監 理 の 実 施 の 状 況 に 関 す る 報 告 の 方 法 ：

-

20 1 3年 4月 1日 か ら 2 01 3年 9月
5日 ま で

20 1 3年 1月 1 6日 か ら 20 13年 3
月 15日 ま で

20 1 2年 12月 10日 か ら 2 01 3年 1
月 15日 ま で

-

建築士法第24条の8の規定に基づき委託者に交付する書面
平 成 24年 12月 1 0日

渡 辺 　 一 郎

東京都**区 * ** * 　* * **ビル

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ：

請 負 業 者 か ら の 施 工 報 告 及 び サ ン プ リ ン グ に よ る 現 場 立 会 検 査 に よ り 照 合 し ま す 。
サ ン プ リ ン グ に よ る 現 場 立 会 検 査 は 期 間 中 ４ 回 程 度 行 い ま す 。

業 務 期 間 〔 予 定 〕

建 築 設 計 業 務 委 託 書 に よ る

建 築 設 計 業 務 委 託 書 に よ る

建 築 設 計 業 務 委 託 書 に よ る

○

○

仮

仮

意 匠 図 、 構 造 図 、 設 備 図

○

○

仮

受託業務名称 ：

株式会社 　Ｎ ＪＲ開 設 者 氏 名 ：

建 築 士 事 務所 の 所 在 地 ：

所 属 協 会 ： 一般社団 法人 　東 京都建築士事 務所 協会 　会員番号 :1 1 11 11

1級 建 築 士 事 務 所  株 式 会 社 　 Ｎ Ｊ Ｒ 設 計

5. 設計又は工事監理に従事することとな る建築士・建築設備士（法第24条の8第1項1号、第24条の7第1項3号）

① ②

建築士 【登録番号】： 98 7654 3 建築士 【登録番号】：

建築士 【登録番号】： 建築士 【登録番号】：

（建築設備の設計に関し意見を聴く者 ） （建築設備の工事監理に関し意見を聴く者）

＊ 

6.

設計業務に従事することとな る建築士・建築設備士※ 工事監理業務に従事することとなる建築士・建築設備
士

【氏名】： ○○　一夫 【氏名 】：

1級 【資格 】：

【氏名】： 【氏名 】：

【資格】：

【資格】： 【資格 】：

開設者の氏名又は名称
（法人の場合は代表者の氏名 ）

委託先の建築士事務所の名称及び所在地

東京都江戸川区西町****

設備建築士

再委託する業務の概要

××　五郎

相模　七太郎

弁天構造設計

神奈川県××市* ***

××設計

相模設計

 渋谷区神宮前 2-* *-1

【資格 】： 設備建築士

東京都 **区 *** *　****ビル
（株 ）TECTO設計 　代表取締役　△△太郎

1級建築士事務所  株式会社TECTO設計

【資格】：

平成 21 年 5 月27  日以降の設計において、建築士法の規定に従い、構造設計一級建築士及び設備設計一級建
築士が関与する場合は 、その氏名及び資格について記載する必要があります。

設計又は工事監理の一部の委託先 (協力建築士事務所) （ 法第24 条の8第1項1号、第24 条の7第1項6 号、施行規則第22 条
の2 の2）

【氏名】： 【氏名 】： 設備　真一

荒川設備

荒川　次郎
東京都江東区南砂 *** **

（有）文教設計

文教　六輔
埼玉県さいたま市**** **

意匠

構造

大黒　三太
千葉市中央区弁天 3-* *-7

構造

6

江戸川設計

江戸川　一

2

意匠

5

4

1

10

9

8

7

設備

設備

意匠

3

7. 報酬の額及び支払時期　(法第24条の8第1項号、第24条の7第項4号）

① 円

②

8. 契約の解除に関する事項　(法第24 条の8 第1 項1 号、第24 条の7 第1 項5 号）

報 酬 の 額 ： 0

建築主は、正当と認められる事由があるときに限り、建築士事務所が本件業務を完了する以前にお
いて、書面をもって通知して、本件業務について契約の解除をすることができます。かかる場合に

おいて本件業務に関する成果品及びその対価の取扱いについては、出来高払いを基本として協議の
うえ定めるものとします。

支 払 の 時 期 ： 設計着手時（２０％）、実施設計完了時（５０％）、躯体工事完了時（１５％）、

工事監理完了時（１５％）の４回払いとなります。

文書による工事監理報告書を月ごとに提出します。また、工事監理完了後に建築士法に基づいて法
定様式による工事監理報告書を提出します。

１　当該事業年度における直近のものから順次記入して下さい。

２　〔例〕

平成１９．　２．　１

１９．　１０．　３

期間

仮

仮

仮

仮

仮

仮

仮

千葉県 仮

仮

仮

仮

仮

仮

仮㎡

秋田県

建築物所在地
都道府県

建築物の用途 構造及び規模 業務内容

東京都

（第二面）

建築士事務所の業務の実績

[記入注意]

○○県 共同住宅
鉄筋コンクリート造

五階建延　　７００㎡
設計及び工事監理

仮

仮㎡

仮

仮㎡

（ふりがな）

氏　　　　名

一級建築士、二
級建築士又は木

造建築士の別及

び管理建築士で

ある場合にあって

は、その旨

登録番号

登録を受け
た都道府県

名（二級建築

士又は木造

建築士の場

合）

建築士法第２２
条の２第１号か

ら第３号までに

定める講習のう

ち直近のものを

受けた年月日

構造設計一級
建築士又は設

備設計一級建

築士である場合

にあっては、そ

の旨

構造設計一級

建築士証又は

設備設計一級
建築士証の交

付番号

建築士法第２２

条の２第４号及

び第５号に定め

る講習のうちそ
れぞれ直近のも

のを受けた年月

日

○○ 　一夫
1級　、管理建

築士
987 65 43 - 2 01 2/ 2/ 1 - - -

建築 　五郎 2級 * ** ** * 埼玉県 20 11 /* */ ** - - -

設備 　真一 1級 * ** ** * - 20 11 /* */ ** 設備建築士 *** ** * * 2 01 1/ ** /* *

構造 　進 1級 * ** ** * - 20 11 /* */ ** 構造建築士 *** ** * * 2 01 1/ ** /* *

設備 　真一 1級 * ** ** * - 20 11 /* */ ** 設備建築士 *** ** * * 2 01 1/ ** /* *

一級建築士 4  名 1  名

計 5  名 二級建築士 1  名 1  名

木造建築士 0  名

（第三面）

所属建築士名簿

　　構造設計一級建築士

　　設備設計一級建築士

▼年次報告書 第1面、第２面、第３面
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